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(57)【要約】
【課題】操作性が高く、屈曲部の屈曲角度を任意に調整
できるインナーチューブを提供する。
【解決手段】内視鏡及び処置具を内部に挿入可能なイン
ナーチューブ２０であって、屈曲可能な首ふりパイプ２
２と、インナーチューブ２０の外周を軸線方向に沿って
摺動可能に取り付けられたスライドノブ２５ａとを有す
る。首ふりパイプ２２の先端とスライドノブ２５ａとは
ワイヤー部材２９ａによって連結されている。さらに、
スライドノブ２５ａに調節ねじ２５ｆにより螺着された
支持部２５ｄと、支持部２５ｄに回動自在に設けられた
ストッパーリング２５ｈと、インナーチューブ２０の基
端に設けられストッパーリング２５ｈが掛止されるセイ
ル状突起部２６ａとを有する。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡及び処置具の体腔内への導入を補助する処置具挿入補助具に挿入されるとともに
、該内視鏡及び処置具を内部に挿通可能なインナーチューブであって、
　該インナーチューブの先端に設けられ、可撓性を有する屈曲可能な屈曲部と、
　前記屈曲部の先端に一端が固定された第１のワイヤー部材と、
　前記第１のワイヤー部材の他端が固定され、前記インナーチューブの外周を該インナー
チューブの軸線方向に沿って摺動可能に取り付けられた第１の摺動部材と、
　前記第１の摺動部材に調節ねじにより螺着され、前記調節ねじを操作することにより前
記インナーチューブの外周を該インナーチューブの軸線方向に沿って摺動可能に取り付け
られた第２の摺動部材と、
　前記第１の摺動部材を前記インナーチューブの基端側に摺動させて前記屈曲部を屈曲さ
せた状態で保持する保持機構とを備え、
　該保持機構は、
　前記第２の摺動部材に設けられ、前記軸線方向に交差する方向回転軸として、回動可能
な掛止部材と、
　前記インナーチューブの基端に設けられ、基端側に向かって回動された前記掛止部材が
掛止される突起部とを有することを特徴とするインナーチューブ。
【請求項２】
　請求項１記載のインナーチューブにおいて、
　前記インナーチューブの軸線に対し前記第１のワイヤー部材と対称となる側で、前記屈
曲部の先端に一端が固定された第２のワイヤー部材と、前記第２のワイヤー部材の他端が
固定され、前記インナーチューブの外周を該インナーチューブの軸線方向に沿って摺動可
能に取り付けられた第３の摺動部材と、前記第３の摺動部材を前記インナーチューブの基
端側に付勢する弾性部材とを有することを特徴とするインナーチューブ。
【請求項３】
　請求項１または２記載のインナーチューブにおいて、
　前記突起部は、前記屈曲部を屈曲させるまで前記第１の摺動部材が摺動されたときに、
前記第２の摺動部材が当接する位置に設けられていることを特徴とするインナーチューブ
。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載のインナーチューブにおいて、
　前記第２の摺動部材の回転軸から前記突起部までの距離より前記掛止部材の長さは小で
あり、
　前記掛止部材は伸縮可能な弾性材からなることを特徴とするインナーチューブ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡と鉗子やメス等の処置具とを体腔内へ挿入する際に、その挿入を補助
する処置具挿入補助具のインナーチューブに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、内視鏡と該内視鏡の観察下において使用される鉗子やメス等の処置具とを体
腔内へ挿入して治療を行う手技が行われている。
【０００３】
　この種の手技を行うために、前記内視鏡と前記処置具とを夫々内部に進退自在に挿通可
能である複数のインナーチューブと、前記インナーチューブを挿通可能であるアウターチ
ューブとを備える処置具挿入補助具が知られている。
【０００４】
　この処置具挿入補助具の使用方法は、まず、前記アウターチューブの先端を被処置部に
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対向させる。次いで、該先端から前記インナーチューブの先端を突出させる。それから、
前記先端にワイヤーを介して固定されると共に、前記インナーチューブに摺動可能に取り
付けられた摺動部材を基端側に牽引することで、前記インナーチューブの先端を前記アウ
ターチューブの軸線から離れる方向に向けて放射状に屈曲させる。このとき、前記摺動部
材の裏面側に取り付けられた小さい楔状のスライドストッパーを、摺動部材とインナーチ
ューブとの間に差し込むことで、該屈曲状態は保持される。
【０００５】
　さらに、内視鏡及び処置具を夫々前進させてインナーチューブから突出させた後、該内
視鏡及び該処置具を前記アウターチューブの軸線に近づく方向に屈曲させて被処置部に対
向させる。
【０００６】
　以上により、前記処置具挿入補助具は、十分な作業空間と視野を確保でき、距離感が掴
み易くすることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】国際公開公報ＷＯ２０１６／１４３１４２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、前記インナーチューブを屈曲状態で保持するためには、小さいスライドスト
ッパーを操作しなければならないため、操作が容易ではないという問題がある。また、屈
曲状態を解除するためには、差し込まれたスライドストッパーを摺動部材とインナーチュ
ーブとの間から、爪を引っ掛けて抜く操作を要するため、同様に操作が容易ではないとい
う問題がある。
【０００９】
　前記問題を解決するために、前記摺動部材に前記ワイヤー部材の他端を固定するととも
に、該摺動部材に前記インナーチューブの軸線方向に交差する方向を回転軸として回動可
能な掛止部材を設けることが考えられる。前記掛止部材によれば、前記摺動部材を前記イ
ンナーチューブの基端側に摺動させたときに、該掛止部材を回動させて、前記インナーチ
ューブに掛止することにより、前記屈曲部を屈曲させた状態で保持することができ、高い
操作性を得ることができる。
【００１０】
　しかしながら、前記掛止部材によれば、前記屈曲部の屈曲角度を任意に調整することが
できず、さらに改良が望まれる。前記掛止部材を掛止する掛止部として、前記インナーチ
ューブの基端側に階段状の突起部を設けることも考えられるが、このようにしても前記屈
曲部の屈曲角度を段階的に調整することができるに過ぎない。
【００１１】
　上記の点に鑑み、本発明は、操作性が高く、屈曲部の屈曲角度を任意に調整できるイン
ナーチューブを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　かかる目的を達成するために、本発明のインナーチューブは、内視鏡及び処置具の体腔
内への導入を補助する処置具挿入補助具に挿入されるとともに、該内視鏡及び処置具を内
部に挿通可能なインナーチューブであって、該インナーチューブの先端に設けられ、可撓
性を有する屈曲可能な屈曲部と、前記屈曲部の先端に一端が固定された第１のワイヤー部
材と、前記第１のワイヤー部材の他端が固定され、前記インナーチューブの外周を該イン
ナーチューブの軸線方向に沿って摺動可能に取り付けられた第１の摺動部材と、前記第１
の摺動部材に調節ねじにより螺着され、前記調節ねじを操作することにより前記インナー
チューブの外周を該インナーチューブの軸線方向に沿って摺動可能に取り付けられた第２



(4) JP 2019-208836 A 2019.12.12

10

20

30

40

50

の摺動部材と、前記第１の摺動部材を前記インナーチューブの基端側に摺動させて前記屈
曲部を屈曲させた状態で保持する保持機構とを備え、該保持機構は、前記第２の摺動部材
に設けられ、前記軸線方向に交差する方向を回転軸として、回動可能な掛止部材と、前記
インナーチューブの基端に設けられ、基端側に向かって回動された前記掛止部材が掛止さ
れる突起部とを有することを特徴とする。
【００１３】
　本発明のインナーチューブは、屈曲部と第１の摺動部材とが第１のワイヤー部材を介し
て連結されているため、処置具挿入補助具の先端からインナーチューブを突出させた状態
で、第１の摺動部材を基端側に牽引することで、屈曲部が屈曲される。このとき、第２の
摺動部材は調節ねじにより前記第１の摺動部材に螺着されている。そこで、前記状態から
、第２の摺動部材に設けられた掛止部材をインナーチューブの基端側に向かって回動させ
て突起部に掛止させることで、屈曲部が屈曲した状態を保持させる。
【００１４】
　従って、本発明のインナーチューブは、掛止部材を回転させて突起部に引っ掛ける・外
すという操作によって屈曲状態の保持及び解除ができるため、高い操作性を得ることがで
きる。
【００１５】
　また、掛止部材が突起部に掛止されて第２の摺動部材が固定されているときに、第１の
摺動部材は調節ねじを操作することにより、第２の摺動部材に対して相対的に進退するこ
とができる。すなわち、第１の摺動部材は調節ねじを締めることにより第２の摺動部材に
近接し、調節ねじを緩めることにより第２の摺動部材から離間する。この結果、本発明の
インナーチューブは、第１の摺動部材により屈曲部に対して第１のワイヤー部材を進退さ
せることができ、屈曲部の屈曲角度を任意に調整することができる。
【００１６】
　本発明のインナーチューブは、前記インナーチューブの軸線に対し前記第１のワイヤー
部材と対称となる側で、前記屈曲部の先端に一端が固定された第２のワイヤー部材と、前
記第２のワイヤー部材の他端が固定され、前記インナーチューブの外周を該インナーチュ
ーブの軸線方向に沿って摺動可能に取り付けられた第３の摺動部材と、前記第３の摺動部
材を前記インナーチューブの基端側に付勢する弾性部材とを有することが好ましい。
【００１７】
　本発明のインナーチューブは、前記弾性部材を備えることにより、第１の摺動部材が第
２の摺動部材から離間して、屈曲部の屈曲角度が小さくなるときに、第３の摺動部材をイ
ンナーチューブの基端側に付勢することができる。この結果、第３の摺動部材により第２
のワイヤー部材が牽引されることとなり、屈曲部の屈曲角度を小さくする動作を円滑に行
うことができる。
【００１８】
　本発明のインナーチューブにおいて、前記突起部は、前記屈曲部を屈曲させるまで前記
第１の摺動部材が摺動されたときに、前記第２の摺動部材が接する位置に設けられている
ことが好ましい。
【００１９】
　これによれば、第２の摺動部材が突起部に接するまで第１の摺動部材を基端側に牽引す
るだけで、屈曲部が適度に屈曲するので、操作性が高い。
【００２０】
　本発明のインナーチューブにおいて、前記第２の摺動部材の回転軸から前記突起部まで
の距離より前記掛止部の長さは小であり、前記掛止部は伸縮可能な弾性材からなることを
特徴とする。
【００２１】
　これによれば、掛止部を引っ張って伸ばしながら突起部に引っ掛けるという操作で、屈
曲状態が緩むことを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００２２】
【図１】本発明の実施形態の処置具挿入補助具を示す説明図。
【図２】図１における処置具挿入補助具のインナーチューブを示す説明図であって、伸展
状態を示す斜視図。
【図３】図１における処置具挿入補助具のインナーチューブを示す説明図であって、伸展
状態を一部破断して示す側面図。
【図４】図１における処置具挿入補助具のインナーチューブを示す説明図であって、屈曲
状態を示す斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明の実施の形態に係る処置具挿入補助具１０について説明する。処置具挿入補助具
１０は、内視鏡並びに鉗子、メス等の処置具（図示せず）の体内への導入を補助するため
に用いられる。
【００２４】
　処置具挿入補助具１０は、図１に示すように、主として、インナーチューブ２０、アウ
ターチューブ３０から構成される。アウターチューブ３０の内部に１本又は複数本のイン
ナーチューブ２０が挿入される。
【００２５】
　アウターチューブ３０は、可撓性を有する屈曲可能な筒状体であり、内壁面に先端側か
ら基端側にかけて軸方向に延設された複数の案内部（図示せず）を備えている。案内部は
、例えば、アウターチューブ３０の内壁面に形成された蟻溝であり、内壁面に円周方向に
等間隔に形成されている。
【００２６】
　アウターチューブ３０の基端側には、ガイドパイプ３２、空気漏れ防止リング３３と、
バルブシート（図示せず）が取り付けられている。
【００２７】
　ガイドパイプ３２は、アウターチューブ３０と空気漏れ防止リング３３とを接続する部
材であり、ステンレス等の金属や樹脂などの硬質材から形成されている。空気漏れ防止リ
ング３３はバルブシートと接着されている。空気漏れ防止リング３３は、ガイドパイプ３
２に対して着脱可能に取り付けられている。バルブシートには、インナーチューブ２０が
挿通される複数の孔が形成されている。
【００２８】
　図２及び図３に示すように、インナーチューブ２０は、可撓性を有する筒状体であり、
内視鏡並びに鉗子やメス等の処置具を内部に挿通可能となっている。インナーチューブ２
０は外周面に親水性加工が施されている。
【００２９】
　インナーチューブ２０は、本実施形態では、外径が同じものが４本取り付けられている
が、外径が異なるものを取り付けてもよい。
【００３０】
　インナーチューブ２０は、ポリプロピレン、塩化ビニル等の軟性プラスチック、ゴム等
の軟質材からなる軟質部２０ａと、軟質部２０ａより硬質であってＡＢＳ、ポリカーボネ
ートなどの硬性プラスチックや硬質ゴムなどの硬質材からなる硬質部２０ｂとが軸方向に
交互に結合されて構成されている。
【００３１】
　インナーチューブ２０は、外周面の先端から基端に亘って、アウターチューブ３０の案
内部に係合して摺動可能とする係合部２１と、挿入深さを把握するための目盛（図示せず
）とを備えている。
【００３２】
　インナーチューブ２０の係合部２１は、本実施形態では、インナーチューブ２０の外周
面に突出する蟻ほぞ状の突起であるが、アウターチューブ３０の案内部に対して係合可能
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であれば任意の形状とすることができる。
【００３３】
　インナーチューブ２０の係合部２１は、インナーチューブ２０の先端から基端に亘る部
分の一部に断続的に設けられている。本実施形態では、先端側と中央部の硬質部２０ｂに
夫々設けられている。この２つの係合部２１が、アウターチューブ３０の案内部に挟み込
まれることで、インナーチューブ２０はアウターチューブ３０に取り付けられる。
【００３４】
　したがって、インナーチューブ２０では、硬質部２０ｂに設けられた係合部２１によっ
て、アウターチューブ３０に対して確実に取り付けることができる。
【００３５】
　また、インナーチューブ２０は、硬質部２０ｂに挟まれた領域が屈曲可能な軟質部２０
ａで構成されているので、アウターチューブ３０を屈曲させたときに、インナーチューブ
２０が屈曲の妨げとならない。
【００３６】
　さらに、インナーチューブ２０が係合部２１を介して、アウターチューブ３０の案内部
を摺動可能であるので、アウターチューブ３０を屈曲させたとき、各インナーチューブ２
０が夫々摺動しながら追従できるので、この構成からもアウターチューブ３０の屈曲を妨
げない。
【００３７】
　インナーチューブ２０の先端には、屈曲可能な首振りパイプ２２とノーズカバー２３と
が取り付けられている。具体的には、先端側の硬質部２０ｂに対して首振りパイプ２２の
基端が取り付けられ、該首振りパイプ２２の先端にノーズカバー２３が取り付けられてい
る。
【００３８】
　首振りパイプ２２は、薄肉のリング状部材を多関節状に連結し、任意の一方向にのみ屈
曲可能な可撓性を備えたパイプであり、例えばステンレス管の加工品として構成され、伸
展状態から一方向にのみ曲がる屈曲機構として構成することができる。また、首振りパイ
プ２２は、可撓性を有する軟質材からなるパイプで構成され、或いは、ＡＢＳやポリカー
ボネート等の硬質プラスチック材からなるリングを連結することで構成することもできる
。なお、首振りパイプ２２が本発明における屈曲部に相当する。
【００３９】
　ノーズカバー２３は、首振りパイプ２２と同様、或いはこれより軟質のプラスチック、
例えば塩化ビニル等の軟性プラスチック、ゴム等からなっている。ノーズカバー２３は軟
質材からなるので、組織と接触しても組織に損傷を与えることがない。
【００４０】
　以下では、ノーズカバー２３側からインナーチューブ２０をその軸線方向に沿って見た
ときに、首振りパイプ２２が屈曲する方向を上方向、屈曲状態から伸展状態に戻る方向を
下方向、該上下方向に直交する方向を左右方向と定義して説明する。
【００４１】
　インナーチューブ２０の基端には、スライドパイプ２４、スライドノブ２５ａ，２５ｂ
、スライドストッパー２６及び脱気防止弁２７が取り付けられている。スライドパイプ２
４、スライドノブ２５ａ，２５ｂ、スライドストッパー２６及び脱気防止弁２７は、硬質
部２０ｂと同様の硬質材で形成されている。
【００４２】
　スライドパイプ２４は、概略円筒形であって、外周には、レール部２４ａ，２４ｂが、
軸線を挟んで上下対称に設けられている。レール部２４ａは、左右方向にそれぞれ突起し
つつ軸線方向に沿って延びる一対の条部によって構成されている。同様に、レール部２４
ｂも、左右方向にそれぞれ突起しつつ軸線方向に沿って延びる一対の条部によって構成さ
れている。
【００４３】
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　スライドノブ２５ａは、インナーチューブ２０から上方向に起立する平面視コ字状の壁
状部材であり、基端側に開口を有している。スライドノブ２５ａの底側面は、スライドパ
イプ２４の上側面に対応するように湾曲されて凹んでおり、スライドパイプ２４のレール
部２４ａに噛合する溝２５ｃが形成されている。
【００４４】
　壁状部材であるスライドノブ２５ａの内側には支持部２５ｄが配設されており、支持部
２５ｄは基端側を除く三方がスライドノブ２５ａに囲まれている。支持部２５ｄは、スラ
イドノブ２５ａの先端面２５ｅを貫通する調節ねじ２５ｆによりスライドノブ２５ａの基
端側に螺着されており、調節ねじ２５ｆを操作することによりインナーチューブ２０の外
周を軸線方向に沿って摺動可能とされている。また、調節ねじ２５ｆは支持部２５ｄを貫
通しており、支持部２５ｄ側の端部に抜け止めリングを備えている。
【００４５】
　調節ねじ２５ｆは支持部２５ｄに螺合される部分の外周面に雄ねじ部を備えており、支
持部２５ｄは調節ねじ２５ｆが螺合されるねじ穴の内周面に、調節ねじ２５ｆの雄ねじ部
と噛合する雌ねじ部を備えている。一方、スライドノブ２５ａは調節ねじ２５ｆを操作し
たときに、調節ねじ２５ｆの頭部に随従するように構成されている。
【００４６】
　スライドノブ２５ａは調節ねじ２５ｆの頭部に随従するために、調節ねじ２５ｆが貫通
する貫通孔が、内周面にねじ部を備えていない単なる孔部であってもよく、内周面にねじ
部を備えていてもよい。前記貫通孔が内周面にねじ部を備えている場合、該ねじ部は調節
ねじ２５ｆの外周面に備えられた螺旋状の雄ねじ部と噛合する雌ねじ部でもよく、調節ね
じ２５ｆの外周面に備えられたねじ部が螺旋状ではなく同心円状に形成されたものである
場合にはこれに噛合する同心円状の雌ねじ部であってもよい。
【００４７】
　支持部２５ｄの先端面は、湾曲することで指が掛けやすい指掛部として形成されている
。支持部２５ｄの左右側面には、一対の穴部２５ｇが設けられており、穴部２５ｇにスト
ッパーリング２５ｈが取り付けられている。
【００４８】
　ストッパーリング２５ｈは、ステンレス線材、またはゴムなどの弾性部材等からなる。
ストッパーリング２５ｈは、概略Ｃ字形状であって両端部を一対の穴部２５ｇにそれぞれ
挿入することで、一対の穴部２５ｇを回転軸として回動可能である。なお、一対の穴部２
５ｇは連通した貫通孔であってもよい。
【００４９】
　一方、スライドノブ２５ｂは、概略直方体であって、その底側面は、スライドパイプ２
４の底面側に対応するように湾曲されて凹んでいるとともに、スライドパイプ２４のレー
ル部２４ｂに噛合する溝２５ｃが形成されている。
【００５０】
　なお、スライドノブ２５ａは本発明の第１の摺動部材に相当し、支持部２５ｄは本発明
の第２の摺動部材に相当する。また、スライドノブ２５ｂは本発明の第３の摺動部材に相
当する。
【００５１】
　スライドストッパー２６は、スライドパイプ２４の外周に嵌合可能な概略筒状体である
。スライドストッパー２６の上面側には、上方向に延びるセイル状突起部２６ａが先端か
ら基端側に向かって一体成形によって設けられており、下面側には平板状突起部２６ｂが
先端から基端側に向かって一体成形によって設けられている。
【００５２】
　スライドノブ２５ｂの基端側は弾性部材としてのコイルバネ２８を介して平板状突起部
２６ｂの先端側と接続されている。この結果、スライドノブ２５ｂは、コイルバネ２８に
より平板状突起部２６ｂ方向に付勢されている。コイルバネ２８は、平板状突起部２６ｂ
に連設されたハウジング２６ｃに収容されている。
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【００５３】
　ストッパーリング２５ｈの一対の穴部２５ｇから露出している範囲の内周の長さは、前
記一方の穴部２５ｇからセイル状突起部２６ａの基端面側を周って他方の穴部２５ｇまで
達する距離と同等か、若干長く設計されている。なお、ストッパーリング２５ｈは、本発
明の掛止部に相当する。
【００５４】
　脱気防止弁２７は、インナーチューブ２０から体腔、例えば腹腔から空気漏れが生じる
ことを防ぐものである。
【００５５】
　さらに、インナーチューブ２０の先端側から基端側に渡って、ワイヤー部材２９ａ，２
９ｂが取付けられている。ここで、ワイヤー部材２９ｂは、インナーチューブ２０の軸線
に対しワイヤー部材２９ａと対称となる側に配設されている。また、軟質部２０ａ及び硬
質部２０ｂの各周壁には、このワイヤー部材２９ａ，２９ｂを挿通可能な一対の内部通路
（図示せず）が軸線方向に沿って設けられている。該内部通路は、その内部をワイヤー部
材２９ａ，２９ｂが摺動できるように、ワイヤー部材２９ａ，２９ｂより若干大径に形成
されている。
【００５６】
　ワイヤー部材２９ａ，２９ｂは、先端がノーズカバー２３に固定され、首振りパイプ２
２の外側を通過し、先端側の硬質部２０ｂ、先端側の軟質部２０ａ、中央部の硬質部２０
ｂ、後端側の軟質部２０ａの順に軸方向に沿って挿通され、基端がスライドノブ２５ａ，
２５ｂに固定されている。これにより、スライドノブ２５ａ，２５ｂは、スライドパイプ
２４のレール部２４ａ，２４ｂに沿って摺動可能に構成されている。
【００５７】
　インナーチューブ２０の操作方法を説明する。
【００５８】
　まず、インナーチューブ２０を空気漏れ防止リング３３のバルブシートからアウターチ
ューブ３０に挿入し、アウターチューブ３０の先端から首振りパイプ２２が露出するまで
前進させる。
【００５９】
　このとき、基端側の軟質部２０ａの一部は、図１に示すように、アウターチューブ３０
の基端から露出する。該軟質部２０ａは屈曲可能であることから、インナーチューブ２０
の基端側は径方向外側に屈曲させることができ、操作時に内視鏡や鉗子が干渉することを
防止できる。
【００６０】
　次いで、図４に示すように、スライドノブ２５ａを基端側に摺動させていくと、ノーズ
カバー２３がワイヤー部材２９ａを介して基端側に牽引されていく。このとき、首振りパ
イプ２２は、屈曲可能であり、かつ、ワイヤー部材２９ａがその外側を通過しているため
、アウターチューブ３０の軸線から遠ざかる方向に屈曲されていく。
【００６１】
　そして、スライドノブ２５ａを支持部２５ｄがセイル状突起部２６ａに当接するまで摺
動させると、首振りパイプ２２の屈曲角度が最大となり屈曲状態が完成する。
【００６２】
　この状態で、ストッパーリング２５ｈを跳ね上げて基端側に回転させ、突起部２６ａに
掛止する。このとき、上述の通り、ストッパーリング２５ｈの方が突起部２６ａの基端面
までの長さと同等か若干長く設計されているので、跳ね上げるだけで、ストッパーリング
２５ｈを突起部２６ａに掛止することができる。これにより、首振りパイプ２２を最大の
屈曲角度で屈曲させた状態で、保持することができる。また、このとき、スライドノブ２
５ｂは、首振りパイプ２２の屈曲に伴い、ワイヤー部材２９ｂによりコイルバネ２８の付
勢力に抗して平板状突起部２６ｂから離間する方向に牽引されている。
【００６３】
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　次に、所望により調節ねじ２５ｆを緩める方向（支持部２５から抜く方向）に操作する
と、スライドノブ２５ａは前述のように調節ねじ２５ｆの頭部に随従するように構成され
ているので、スライドノブ２５ａを支持部２５ｄから相対的に離間する方向、換言すれば
先端側に移動させることができる。このようにすると、ワイヤー部材２９ａが緩むので、
首振りパイプ２２の屈曲角度を小さくすることができる。このとき、スライドノブ２５ｂ
はコイルバネ２８により平板状突起部２６ｂ方向に付勢されているので、ワイヤー部材２
９ａの緩みに対応して平板状突起部２６ｂ方向に移動することができ、首振りパイプ２２
の屈曲角度を円滑に変化させることができる。
【００６４】
　また、首振りパイプ２２の屈曲角度が最大よりも小さいときに、調節ねじ２５ｇを締め
る方向（支持部２５から抜く方向）に操作すると、スライドノブ２５ａを支持部２５ｄに
近接する方向、換言すれば基端側に移動させることができる。このようにすると、ワイヤ
ー部材２９ａが緊張するので、首振りパイプ２２の屈曲角度を大きくすることができる。
【００６５】
　したがって、本発明のインナーチューブ２０では、首振りパイプ２２の屈曲角度が任意
の角度になるように調整することができる。
【００６６】
　反対に、首振りパイプ２２の屈曲状態を解消するときは、ストッパーリング２５ｈを持
ち上げて先端側に回転させ、突起部２６ａから外し、ワイヤー部材２９ａをフリーにする
。このようにすると、スライドノブ２５ｂはコイルバネ２８の付勢力により平板状突起部
２６ｂ方向、換言すれば基端側に摺動する。これによりノーズカバー２３は、ワイヤー部
材２９ｂを介して基端側に牽引されるので、首振りパイプ２２を屈曲していない伸展状態
に回復させることができる。
【００６７】
　以上説明したとおり、インナーチューブ２０は操作が容易であるため、片手で操作する
こともできる。例えば、一方の手の親指と人差し指で把持し、該親指の爪上にストッパー
リング２５ｈを乗せた状態で、該親指の腹をスライドノブ２５ａの上側面及び支持部２５
ｄの先端面（指掛部）に乗せて、スライドノブ２５ａを支持部２５ｄがセイル状突起部２
６ａに当接するまで摺動させ、ストッパーリング２５ｈを跳ね上げて基端側に回転させて
セイル状突起部２６ａに掛止することで、首振りパイプ２２を屈曲状態で保持させる。
【００６８】
　反対に、屈曲状態を解消するときは、ストッパーリング２５ｈを人差し指で持ち上げて
先端側に回転させ、セイル状突起部２６ａから外すことで、首振りパイプ２２を伸展状態
に回復させる。
【００６９】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されず、構成や形態
は適宜変更可能である。
【００７０】
　例えば、セイル状突起部２６ａは、ストッパーリング２５ｈが掛止可能であれば足りる
ため、上方向に突起する形状に限られず、先端がインナーチューブ２０の軸線に直交する
面より基端側に向かって延びていればよく、上方向から基端側に湾曲するフックでもよい
。
【００７１】
　例えば、ストッパーリング２５ｈは、コの字状であって左右一方側が開口していてもよ
い。また、ストッパーリング２５ｈは、支持部２５ｄの穴部２５ｇに挿入されることで回
動可能となっているが、支持部２５ｄに一対の円柱状の軸部を設けて、ストッパーリング
２５ｈの一対の先端面に該軸部に対応する挿入孔を設けてもよい。
【００７２】
　また、ストッパーリング２５ｈの素材は、軟質のプラスチック、例えば塩化ビニル等の
軟性プラスチック、ゴム等であって伸縮可能にすることもできる。この場合には、さらに



(10) JP 2019-208836 A 2019.12.12

10

20

、ストッパーリング２５ｈの一対の穴部２５ｇから露出している範囲の内周の長さが、前
記一方の穴部２５ｇからセイル状突起部２６ａの基端面に沿って他方の穴部２５ｇまで達
する距離と同等か、若干短く設計されていることが好ましい。
【００７３】
　これによれば、ストッパーリング２５ｈを引っ張って伸ばしながらセイル状突起部２６
ａに掛止させることで、首振りパイプ２２を屈曲させた状態から緩むことを防止すること
ができる。
【００７４】
　また、コイルバネ２８はスライドノブ２５ｂを平板状突起部２６ｂ方向に付勢するもの
であれば足りるため、コイルバネ２８に代えて板状ゴム等の弾性部材を用いるようにして
もよい。
【００７５】
　また、本実施形態では、支持部２５ｄがスライドノブ２５ａの基端側に螺着されるとし
て説明しているが、支持部２５ｄはスライドノブ２５ａの先端側に螺着されていてもよい
。
【符号の説明】
【００７６】
　１０…処置具挿入補助具、２０…インナーチューブ、２２…屈曲部（首ふりパイプ）、
２５ａ…第１の摺動部材（スライドノブ）、２５ｂ…第３の摺動部材（スライドノブ）、
２５ｄ…第２の摺動部材（支持部）、２５ｈ…掛止部材（ストッパーリング）、２６ａ…
セイル状突起部、２６ｂ…平板状突起部、２８…弾性部材（コイルバネ）、２９ａ，２９
ｂ…ワイヤー部材。

【図１】 【図２】
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摘要(译)

为了提供一种具有高可操作性的内管，其中可以可选地调节弯曲部分的
弯曲角度。解决方案：提供了一种内管20，可以将内窥镜和治疗仪器插
入其中。 可弯曲的摆动管22。 滑动旋钮25a安装在内管上，使得滑动旋
钮25a可在轴向上在内管20的外周自由滑动。 摆管22的远端和滑动旋钮
25a通过线材29a连接在一起。 内管20还包括：支撑部25d，其通过调节
螺钉25f与滑动旋钮25a螺纹接合；以及 在支撑部25d上自由旋转自如地
设置有止动环25h。 在内部管20的近端设有一个帆形的突起26a，该止动
环25h被锁定在该突起26a中。图2
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